
 

 

 

 

 

平成２８年度 第１回 

 

福岡市中央卸売市場開設運営協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【日時】 平成２９年２月９日（木） １５時００分～ 

 

 

   【場所】 福岡市中央区長浜３丁目１１－３ 

       福岡市中央卸売市場鮮魚市場会館 ２階 第１会議室 

              

 



 

 

会 議 次 第 
 

１．開     会 
 
 

２．開設者挨拶 
 
 

３．委 員 紹 介 
 

 
４．議 題 
 

議 題 １   所属部会の決定について（資料１） 
 

 
５．報 告 

 
    報告事項１ 「福岡市中央卸売市場業務条例」の一部改正について 

（資料２，別添資料１，２） 
 

報告事項２  博多漁港高度衛生管理整備事業について（資料３） 
            

      
６．そ の 他     

 
・国の動向について（参考資料１） 
・輸出手続きの迅速化について（参考資料２） 
・各市場の取扱状況について（参考資料３） 

 
 

７．閉 会 
 
 

 

 

【資料一覧】 

資料１     所属部会の決定について 

資料２   「福岡市中央卸売市場業務条例」の一部改正について 

資料３     博多漁港高度衛生管理整備事業について 

別添資料１ 福岡市中央卸売市場業務条例（昭和 46 年条例第 59 号）新旧対照表 

別添資料２ 福岡市中央卸売市場業務条例施行規則（昭和 46 年規則第 94 号） 

新旧対照表 

参考資料１ 農業競争力強化プログラム（概要）等 

参考資料２ 卸売市場における輸出証明書の交付等について 

参考資料３ 各市場取扱状況 



（敬称略・順不同）

氏　　　名 選　　　　出　　　　区　　　　分 備　考

笠 康 雄 福 岡 市 議 会 議 員 会　長

津 田 信 太 郎 福 岡 市 議 会 議 員

堤 田 寛 福 岡 市 議 会 議 員

黒 子 秀 勇 樹 福 岡 市 議 会 議 員

江 藤 博 美 福 岡 市 議 会 議 員

綿 貫 英 彦 福 岡 市 議 会 議 員

小 寺 均 福 岡 県 農 林 水 産 部 長

甲 斐 諭 中 村 学 園 大 学 学 長 副会長

波 積 真 理 熊 本 学 園 大 学 商 学 部 教 授

井 出 龍 子 消 費 生 活 相 談 員

中 村 貞 子 福 岡 市 農 業 協 同 組 合 理 事

大 野 憲 俊 福 岡 大 同 青 果 ㈱ 代 表 取 締 役 会 長

川 端 淳 ㈱ 福 岡 魚 市 場 代 表 取 締 役 社 長

青 栁 清 一 郎 福 岡 中 央 魚 市 場 ㈱ 代 表 取 締 役 社 長

吉 田 満 福 岡 食 肉 市 場 ㈱ 代 表 取 締 役 社 長

　（１５名）　

福岡市中央卸売市場開設運営協議会　委員名簿
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平成２８年度 第１回 福岡市中央卸売市場開設運営協議会（座席表） 
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２．これまでの取り組み状況

１．条例の一部改正の経緯

報告事項１ 「福岡市中央卸売市場業務条例」の一部改正について

外国の食品事業者等

消費者

中央卸売市場

３．条例改正案について（別紙新旧対照表参照）

卸売市場法施行規則の一部改正を受け，福岡市中央卸売市場業務条例を一部改正

卸売業者による

輸出が可能に！

輸出に関し，卸売業者以外からの

買い入れが可能に！

平成２９年４月 改正条例 施行予定

第１回中央卸売市場市場取引委員会 （平成２８年８月１７日）
・法施行規則の一部改正を報告。輸出に係る第三者販売，直荷引きが可能となること，条例改正が必要となる旨を説明。

各部 市場取引委員会を開催 （条例改正に伴う課題等について協議，意見を聴取）

平成２８年９月 １日 食肉部市場取引委員会 ⇒異論なし

平成２８年９月１５日 青果部市場取引委員会 ⇒異論なし

平成２８年９月６日，１２月６日 水産物部市場取引委員会

平成２８年４月，卸売市場法施行規則の一部を改正する省令により，

「農林水産業者や外国の食品事業者との契約に基づく輸出に係る第三者販売及び直荷引きについて，

当該市場の取引の秩序を乱すおそれがないと開設者が認める場合は取引が可能となる」

旨の特例の追加が行われた

（条例案が議会にて可決後） 改正条例を国へ提出，認可

○ 卸売市場は国民に生鮮食料品を供給することを目的としており，輸出は本来業務の範囲外

○ 卸売市場法においても，卸売業者が当該市場の仲卸業者や売買参加者等以外の者に卸売販売を行うこと

（第三者販売）や，仲卸業者が当該市場の卸売業者以外の者から買い入れること（直荷引き）は，原則禁止

現状

外国の食品事業者等
（直荷引き）

（第三者販売）

国においては卸売市場を活用した農林水産物の輸出を推進しており，平成２８年４月の卸売市場法施行規則の一部改正を受け，本市においても中央卸売市場業務条例の一部改正を行うことで，市場を活用した輸出

の促進により，市場の活性化に取り組むもの。

中央卸売市場における取引の相手方の制限の例外として，輸出に係る第三者販売及

び直荷引きを行うことが可能となったため，福岡市中央卸売市場業務条例に所要の改正を

行うもの。

① 輸出に係る第三者販売

○要件

・卸売業者が輸出に関する契約に基づき卸売する場合であって，契約において

物品の品目，数量の上限等について定めていること

・市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること

○申請手続，卸売数量等の報告（既存の例外規定と同様に規定）

② 輸出に係る直荷引き

○要件

・仲卸売業者が輸出のための買入れに関する契約に基づき買入れる場合

であって，契約において物品の品目，数量の上限等について定められていること

・市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けている

こと

○申請手続，販売数量の報告，仲卸業者市場使用料（既存の例外規定と同様に規定）

③ その他

・衛生上有害な物品等の売買禁止等

・調整転送の廃止

改正後のイメージ

※鮮魚市場においては，対象を養殖魚に限定し，承認することとし，その旨を別途，要領に

定めることとしている。

仲卸売業者

天然魚は，入荷量の予測がつか

ず，輸出に回されると市場への影

響が大きいため，対象品目を養殖

魚に限定して承認すべきとの意見

あり

第２回中央卸売市場市場取引委員会 （平成２９年１月１８日）
・各部市場取引委員会の報告，条例改正案を説明。

・開設者が条例改正案を基に議会への上程準備を進めることについて承認。

【改正の概要】

４．今後のスケジュール

平成２９年２月下旬 ２月議会に条例改正案を上程

平成２９年２月９日 中央卸売市場開設運営協議会 （条例案の説明）

農林漁業者等

小
売
業
者

外
食
業
者

等
売買参加者

卸
売
業
者

出
荷
者

（
生
産
者
、
漁
業
者
等
）

（資料２）



◯事業概要
国が定めた高度衛生管理基本計画に基づき，博多漁港の陸揚げ岸壁と荷さばき所を対象範囲とし，取り扱われる水産物についての高度な衛生管理体制の確立及び

大規模地震等災害発生後，速やかに水揚げが再開できる「災害に強い漁港・市場づくり」を図るため，荷さばき所の整備及び陸揚げ岸壁の耐震強化を一体的に行うもの。

(１)主な施設整備内容
・閉鎖型荷さばき所の整備，荷さばき所への防鳥ネット等の設置
・耐震強化岸壁の整備　－5.5ｍ岸壁（改良）　290ｍ

（２)事業期間
・平成27年度～平成32年度（予定）

(３)計画事業費
・事業費総額　　2,443百万円（国庫補助率：2/3 ）

(４)これまでの経緯
平成26年度 国（水産庁），福岡県，福岡市及び市場関係者協議　

博多漁港高度衛生管理検討協議会　計２回開催（ワーキンググループ　計３回開催）
平成27年度 ５月29日 博多地区高度衛生管理基本計画策定（水産庁）　

６月10日～６月30日　特定漁港漁場整備事業計画（案）の縦覧（水産庁）
８月13日 特定漁港漁場整備事業計画策定（水産庁）
博多漁港高度衛生管理検討協議会　計３回開催（ワーキンググループ　計４回開催）

        平成28年度　 ９月～２月（予定）　 　魚函倉庫・西卸売場棟充電設備工事
 11月～２月（予定） 　突堤西卸売場棟（海側）改修工事
博多漁港高度衛生管理検討協議会　計２回開催（ワーキンググループ　計４回開催）

（５）今後のスケジュール（予定）
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■全体事業スケジュール

棟別
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

※計画変更対象

耐震強化岸壁⼯事 1-1⼯区-35ｍ 1-2⼯区-60ｍ 2⼯区-95ｍ 3⼯区-100ｍ

⻄卸売場棟 【1,2階】充電設備⼯事 既存シャッター部防⿃ネット設
置 改修⼯事

突堤⻄卸売場棟 【海側】改修⼯事 【陸側】改修⼯事

突堤東卸売場棟

⻑浜卸売場棟 【⻄⼯区】
解体⼯事 【⻄⼯区】改築⼯事

⻄⼯区

⿂函倉庫 【2階】充電設備⼯事 改修⼯事

【南⼯区】改修⼯事
北⼯区 南⼯区

【北⼯区】改修⼯事

東⼯区

【東⼯区】
解体⼯事 【東⼯区】改築⼯事

⻄⼯区 東⼯区

東卸売場棟 【⻄⼯区】改修⼯事 【東⼯区】改修⼯事

①

②

③

④

⑤

報告事項２ 博多漁港高度衛生管理整備事業について
（資料３）



鮮魚市場高度衛生管理整備事業（工事期間：Ｈ28～H32年度）

出典：国土地理院ウェブサイト

高度衛生管理整備事業

平成28年度 工事実施部分

【突堤⻄卸売場棟】
ソフト対策中⼼の衛⽣管理
＜防⿃設備の整備＞

【突堤東卸売場棟】
ハード対策中⼼の衛⽣管理
＜閉鎖型荷捌き所の整備＞

【⻄卸売場棟】
ソフト対策中⼼の衛⽣管理
＜せり時のﾄﾗｯｸ通⾏規制により
防⿃設備の整備＞

（変更後）
ハード対策中⼼の衛⽣管理
＜閉鎖型荷捌き所の整備＞
※通⾏規制を設けない

【⻑浜卸売場棟，東卸売場棟，⿂函倉庫】
ハード対策中⼼の衛⽣管理
＜閉鎖型荷捌き所の整備＞

防⿃設備設置

充電設備

充電設備

博多漁港 ⾼度衛⽣管理検討協議会等を通して，⻄卸売場棟における基本計画の変更が
必要との⽅針を確認したため，国（⽔産庁）と変更に係る協議を開始していくもの。
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